
第七号様式（日本産業規格B列8）（平13財令58・全改、平26財令29・平31財令15・一部改正）第号税理士証票（氏名）年月日生（登録番号）（税理士事務所又は税理士法人の名称）（税理士事務所又は税理士法人の事務所の所在地）上記の者は、年月日税理士の登録（税理士法施行規則第8条第2号該当）を受けたことを証明する。年月日日本税理士会連合会  


